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道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。

したがって、車道と歩道の区別があるところは、車道通行が原則です。

道路では左側に寄って通行しなければなりません。

１ 道路標識や標示により自転車が当該歩道を通行できる

こととされているとき

２ 自転車の運転者が、高齢者（70歳

以上）、児童・幼児（１３歳未満）

又は身体の不自由な方であるとき

３ 自転車の通行の安全を確保するた

め、歩道通行することがやむを得な

いと認められるとき

※ 例えば道路工事が行われている場合や、車道幅員、

自転車の交通量等からみて自動車との接触の危険が

あるような場合

普通自転車

歩道通行可

を示す道路標識

【普通自転車とは】車体の大きさ、構造が次の基準を満たす自転車で、

他の車両をけん引していないものです。

「長さ190ｃｍ以内および幅60ｃｍ以内、四輪以下の自転車である」等

殺人や強盗、交通事故な

どの被害者や御家族に捜査

の流れや相談機関などについ

て記載された「被害者の手

引」を交付しています。

捜査状況、犯人の検挙状

況、犯人の処分結果などにつ

いて、担当の警察官が継続

的に連絡しています。

加害者による報復のおそ

れがある場合には、必要な対

策を講じ、加害者からの危害

が及ばないようにします。

ひとりで悩まないでください。話を聞いてくれる人がいます。


